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財 政 課

令 和 ７ 年 度 １ ２ 月 補 正 予 算

に 関 す る 説 明 資 料

（ 議 案 第 ２ ０ ０ 号 ）
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(単位：千円)

増 減 額

地方交付税 608,574 （ 195,390,000 → 195,998,574 ）

保健手数料 398 （ 176,307 → 176,705 ）

職員費（教育費負担金） 375,875 （ 12,873,999 → 13,249,874 ）

畜産物売払収入 9,976 （ 94,979 → 104,955 ）

文化振興事業費 39,200 （ 16,400 → 55,600 ）

地域医療介護総合確保基金繰入金 443,416 （ 1,067,691 → 1,511,107 ）

前年度繰越金 2,890,644 （ 2,890,644 → 4,977,829 ）

健康環境センター受託事業収入 2,255 （ 1,434 → 3,689 ）資源評価調査受託事業収入 △ 3,371 （ 35,830 → 32,459 ）

合　　　計 3,581,899 614,364,608　→　617,946,507

14 諸 収 入 △ 3,841

15 県 債

12 繰 入 金 447,266

13 繰 越 金 2,087,185

10 財 産 収 入 9,976

11 寄 附 金 39,200

8 使用料及び手数料 398

9 国 庫 支 出 金 393,141

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

7 分担金及び負担金

4 地 方 特 例 交 付 金

5 地 方 交 付 税 608,574

2 地方消費税清算金

3 地 方 譲 与 税

令 和 ７ 年 度 １２ 月 補 正 予 算    主 要 な 歳 入 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

1 県 税
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(単位：千円)

増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳

総務諸費 2,964 （ 45,634 → 48,598 ）職員給与費 △ 4,596 （ 275,013 → 270,417 ）

議員報酬費 △ 2,914 （ 588,634 → 585,720 ）

劇団公演を活用した交流人口拡大促進事業 職員給与費 △ 103,127 （ 9,046,132 → 8,943,005 ）

39,200 （ 16,400 → 55,600 ）

社会福祉施設職員退職手当共済費補助金 63,869 （ 323,442 → 387,311 ）

職員給与費 60,314 （ 2,500,418 → 2,560,732 ）

医療保健福祉計画推進事業 443,416 （ 4,843 → 448,259 ）職員給与費 △ 18,480 （ 3,241,698 → 3,223,218 ）

職員給与費 △ 7,180 （ 640,571 → 633,391 ）

職員給与費 140,938 （ 6,558,926 → 6,699,864 ）

ツキノワグマ被害防止総合対策事業 24,650 （ 118,047 → 142,697 ）

職員給与費 △ 29,751 （ 2,228,775 → 2,199,024 ）

新エネルギー関連産業集積拠点化推進事業

6,000 （ 40,914 → 46,914 ）

職員給与費 152,090 （ 4,236,206 → 4,388,296 ）

職員給与費 493,497 （ 20,794,823 → 21,288,320 ）

職員給与費 2,124,193 （ 79,136,803 → 81,260,996 ）

11 災 害 復 旧 費

614,364,608　→　617,946,507

12 公 債 費

13 諸 支 出 金

14 予 備 費

合　　　計 3,581,899

9 警 察 費 517,165

10 教 育 費 2,213,219

7 商 工 費 △ 18,288

8 土 木 費 157,419

5 労 働 費 △ 5,579

6 農 林 水 産 業 費 181,371

3 民 生 費 144,969

4 衛 生 費 446,219

2 総 務 費 △ 50,240

1 議 会 費 △ 4,356

令 和 ７ 年 度 １２ 月 補 正 予 算    主 要 な 目 的 別 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳
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戦略的広報推進事業に係る債務負担行為の設定について 

 

広報広聴課   

 

１ 事業目的 

広報を戦略的に展開することにより、県政情報を分かりやすく正確に伝え、県政に対する県民の理解と参画を促進

する。 

 

２ 事業内容 

効果的な広報の実施に向けて、アンケート調査等により今後のあり方を検討するとともに、広報紙やＳＮＳを通じ

て、県政情報を発信する。 

 

３ 債務負担行為限度額 

  ８２，０２９千円（○諸３，６３０千円 ○一７８，３９９千円） 

旅費                             ２２６千円 

需用費                             ６０千円 

役務費                         １０，６２０千円 

委託料                         ７１，１２３千円 

    （役務費の内訳） 

     ・広報紙配布業務                   １０，６２０千円 

    （委託料の内訳） 

     ・広報紙発行（企画・制作、印刷・発送、ＳＮＳ広告等） ４３，３３２千円 

・テレビ広報放送（企画・制作、放送、ＳＮＳ広告等）  １６，８２４千円 

     ・戦略的広報調査（調査、分析、報告・提言）      １０，９６７千円 

 

【新規】戦略的広報調査事業 

広報の内容や媒体ごとに認知度、満足度、効果、今後のニーズなどについて、県民を対象とした調査を行った

上、今後の戦略的な広報のあり方について検討する。 
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企画提案競技

仕様・設計

契約締結

調査票等発送

訪問調査

回答〆切

集計

分析
　 報告

調査等スケジュール 

〇調査方法 

 ・アンケート調査（５，０００人分） 

 ・訪問面談調査（２００人分） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

４ 債務負担行為を設定する理由 

令和８年度当初から、各媒体を活用した県政情報の発信と戦略的広報に向けた調査を実施するためには、今年度中

に受託者の決定や契約手続きを行う必要があるため。 

調査結果を受けて

広報手段の改善や

新たな取組を検討 

R8年 1月       R8 年 3月        R8年 5月         R8年 7月        R8年 9月  
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防災学習館設備管理事業に係る債務負担行為の設定について  
 

消防保安室   

 

１ 事業目的 

  東日本大震災の発生を受け防災教育や防災知識啓蒙のために平成２６年３月にリニューアルオープンした防

災学習館について、利用環境の整備を図る。 

 

２ 事業内容 

  故障中である防災学習館の空調設備を新設・更新する。 

 現行設備（故障により不稼働） 新設・更新後の設備 

１階 空冷チラーユニット （新設）個別エアコン 

２階 空冷マルチエアコン （更新）空冷マルチエアコン 

 

３ 債務負担行為限度額 

  １３，５９３千円（㊀１３，５９３千円）    内訳  委託料（設計監理）     ２５０千円 

                            工事請負費    １３，３４３千円 

 

４ 債務負担行為を設定する理由 

  令和８年度夏の稼働に向けて、今年度中の工事発注及び着手を 

 必要とするため。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年１月～  ：公告・発注、契約・着手 

  ２月中旬～７月中旬：施工 

７月下旬     ：完成 

左上：空冷チラーユニット 

左下：空冷マルチエアコン 

右下：空冷マルチエアコン(室内) 
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「県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第２１１号）

人事課

１ 改正理由

知事等の給与改定を踏まえ、県議会議員の期末手当の支給月数を改定する必要がある。

２ 改正内容

次のとおり年間支給月数を引き上げる。

現 行 改 正 後
令和７年度 令和８年度以降

６月 １．７０月 １．７０月 １．７２５月
（＋０．０２５月）

１２月 １．７０月 １．７５月 １．７２５月
（＋０．０５月） (＋０．０２５月)

年間計 ３．４０月 ３．４５月 ３．４５月
（＋０．０５月） （＋０．０５月）

３ 施行期日

○ 令和７年度分 令和７年１２月１日（遡及適用）

○ 令和８年度以降分 令和８年 ４月１日
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「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」について（議案第２１２号）

人事課

１ 改正理由

人事委員会による「職員の給与等に関する報告及び勧告」に鑑み、職員の給料、期末手当、勤勉手当、

通勤手当、特地勤務手当に準ずる手当、宿日直手当及び初任給調整手当を改定する等の必要がある。

２ 改正内容

⑴ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条、第２条）

① 給料

若年層に重点を置きつつ、給料月額を引き上げる。（条例別表第１～別表第６）

② 期末・勤勉手当

次のとおり年間支給月数を引き上げる。（第２１条、第２２条関係）

現 行 改 正 後
令和７年度 令和８年度以降

６月 ２．３０月 ２．３０月 ２．３２５月
（＋０．０２５月）

１２月 ２．３０月 ２．３５月 ２．３２５月
（＋０．０５月） (＋０．０２５月)

年間計 ４．６０月 ４．６５月 ４．６５月
（＋０．０５月） （＋０．０５月）

※再任用職員については、＋０．０５月（年間２．４０月→２．４５月）
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③ 通勤手当

ア 交通用具に係る通勤手当の額を一本化するとともに、その支給限度額を次のとおり引き上げる。

（第１２条関係）

交通用具 現 行 改 正 後

令和７年度 令和８年度以降

自動車 ５１，４００円 ５４，８００円 ６０，８００円

自動車以外 ２３，４００円

イ 交通用具使用者が通勤のために駐車場を利用する場合、１か月当たり５，０００円を限度に、その

料金に相当する通勤手当を支給する。（第１２条関係）

ウ １か月当たりの通勤手当の支給限度額（１５０，０００円）の範囲に、イの通勤手当の額も含める。

（第１２条関係）

④ 特地勤務手当に準ずる手当

新たに職員に採用され、特地公署等に配置されることに伴い転居した者にも手当を支給する。（第

１３条の３関係）

⑤ 宿日直手当

次のとおり勤務１回に係る宿日直手当の支給限度額を引き上げる。（第１８条関係）

- 12 -



区分 現 行 改正後 増 減

一般の宿日直勤務 ４，４００円 ４，７００円 ＋３００円

※長時間に渡る宿直勤務 ６，６００円 ７，０５０円 ＋４５０円

特殊な業務を行う宿日直勤務 ７，４００円 ７，７００円 ＋３００円

※長時間に渡る宿直勤務 １１，１００円 １１，５５０円 ＋４５０円

※ 宿直勤務が、半日勤務に引き続いて行われる場合。

⑥ 初任給調整手当

次のとおり医師等に対する支給限度額を引き上げる。（第９条の２関係）

職 種 現 行 改正後 増 減

医師等 ４１６，６００円 ４１７，６００円 ＋１，０００円

⑵ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正

（第３条～第６条）

① 給料

任期付研究員及び特定任期付職員に係る給料月額を引き上げる。

② 任期付研究員の期末手当

次のとおり年間支給月数を引き上げる。
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現 行 改 正 後
令和７年度 令和８年度以降

６月 １．７２５月 １．７２５月 １．７５月
（＋０．０２５月）

１２月 １．７２５月 １．７７５月 １．７５月
（＋０．０５月） (＋０．０２５月)

年間計 ３．４５月 ３．５０月 ３．５０月
（＋０．０５月） （＋０．０５月）

③ 特定任期付職員の期末・勤勉手当

次のとおり年間支給月数を引き上げる。

現 行 改 正 後
令和７年度 令和８年度以降

６月 １．８２５月 １．８２５月 １．８５月
（＋０．０２５月）

１２月 １．８２５月 １．８７５月 １．８５月
（＋０．０５月） (＋０．０２５月)

年間計 ３．６５月 ３．７０月 ３．７０月
（＋０．０５月） （＋０．０５月）

３ 施行期日

○ 給料、通勤手当（令和７年度分）、特地勤務手当に準ずる手当、宿日直手当、初任給調整手当

令和７年 ４月 １日（遡及適用）

○ 期末・勤勉手当（令和７年度分） 令和７年１２月 １日（ 〃 ）

○ 期末・勤勉手当（令和８年度以降分）、通勤手当（令和７年度分以外） 令和８年 ４月 １日
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
初
任
給
調
整
手
当
）

（
初
任
給
調
整
手
当
）

第
九
条
の
二

初
任
給
調
整
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
新
た
に
採
用

第
九
条
の
二

初
任
給
調
整
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
に
新
た
に
採
用

さ
れ
た
職
員
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額

さ
れ
た
職
員
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額

を
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日

を
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用
の
日

か
ら
三
十
五
年
以
内
、
第
三
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用

か
ら
三
十
五
年
以
内
、
第
三
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採
用

の
日
か
ら
十
五
年
以
内
、
第
四
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採

の
日
か
ら
十
五
年
以
内
、
第
四
号
に
掲
げ
る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
採

用
の
日
か
ら
五
年
以
内
の
期
間
、
採
用
の
日
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

用
の
日
か
ら
五
年
以
内
の
期
間
、
採
用
の
日
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
採
用
後
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間

る
職
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
採
用
後
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間

を
経
過
し
た
日
）
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
支
給
す

を
経
過
し
た
日
）
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
支
給
す

る
。

る
。

一

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
の
う
ち
採
用
に
よ
る
欠

一

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
の
う
ち
採
用
に
よ
る
欠

員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の

月
額
四
十
一
万
七
千
六
百
円

る
も
の

月
額
四
十
一
万
六
千
六
百
円

二

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に

二

医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に

よ
る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
（
前
号
に
掲
げ
る
職

よ
る
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
（
前
号
に
掲
げ
る
職

を
除
く
。
）
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

月
額
五
万
二
千
百
円

を
除
く
。
）
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

月
額
五
万
千
六
百
円

三
・
四

略

三
・
四

略

２
・
３

略

２
・
３

略

（
通
勤
手
当
）

（
通
勤
手
当
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

略

一

略

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
四
千
八

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
千
四
百

百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
自
動
車
等
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て

円

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
自
動
車
等
の
種
類
及
び
使
用
距
離
等
の
事

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
第
十
二
条
の
三
第
一
項

情
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
第
十
二
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
短
時
間
勤
務

の
規
定
に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
短
時
間
勤
務

職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占

職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占

め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
職
員
（
支
給
単
位
期
間
当

め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
職
員
（
支
給
単
位
期
間
当

た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る

た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る

。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
）

三

略

三

略

３
～
８

略

３
～
８

略

第
十
三
条
の
三

職
員
が
公
署
を
異
に
し
て
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住

第
十
三
条
の
三

職
員
が
公
署
を
異
に
し
て
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住

居
を
移
転
し
た
場
合
又
は
職
員
の
在
勤
す
る
公
署
が
移
転
し
、
当
該
移
転
に

居
を
移
転
し
た
場
合
又
は
職
員
の
在
勤
す
る
公
署
が
移
転
し
、
当
該
移
転
に

伴
つ
て
職
員
が
住
居
を
移
転
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
の
直
後
に
在

伴
つ
て
職
員
が
住
居
を
移
転
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
の
直
後
に
在

勤
す
る
公
署
又
は
そ
の
移
転
し
た
公
署
が
特
地
公
署
又
は
人
事
委
員
会
が
指

勤
す
る
公
署
又
は
そ
の
移
転
し
た
公
署
が
特
地
公
署
又
は
人
事
委
員
会
が
指

定
す
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
公
署
（
次
項
に
お
い
て
「
準
特
地
公
署
」
と
い
う

定
す
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
公
署
（
以
下

「
準
特
地
公
署
」
と
い
う

。
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

。
）
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
か
ら
三
年
以
内
の
期
間

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
か
ら
三
年
以
内
の
期
間

（
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
際
人

（
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
際
人

事
委
員
会
の
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
更
に
三
年
以
内
の

事
委
員
会
の
定
め
る
条
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
更
に
三
年
以
内
の

期
間
）
、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
百
分
の
六
を
超
え
な
い

期
間
）
、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
百
分
の
六
を
超
え
な
い

範
囲
内
の
月
額
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

範
囲
内
の
月
額
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

２

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

２

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県

条
例
第
五
十
九
号
）
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で

職
員
と
な
つ
て
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在

定
め
る
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
て
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
（
任
用
の
事

、
新
た
に

情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
、
新
た
に

特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る

特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る

職
員
で
そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前

職
員
で
そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前

三
年
以
内
に
当
該
公
署
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

三
年
以
内
に
当
該
公
署
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
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も
の
そ
の
他
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必

も
の
そ
の
他
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に

は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て

は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て

、
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

、
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

（
宿
日
直
手
当
）

（
宿
日
直
手
当
）

第
十
八
条

宿
日
直
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き

第
十
八
条

宿
日
直
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き

、
四
千
七
百
円
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
殊
な
業
務
を
主
と
し
て
行

、
四
千
四
百
円
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
殊
な
業
務
を
主
と
し
て
行

う
宿
日
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
七
千
七
百
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

う
宿
日
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
七
千
四
百
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
宿
日
直
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
宿
日
直
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ

し
、
執
務
が
行
わ
れ
る
時
間
が
執
務
が
通
常
行
わ
れ
る
日
の
執
務
時
間
の
二

し
、
執
務
が
行
わ
れ
る
時
間
が
執
務
が
通
常
行
わ
れ
る
日
の
執
務
時
間
の
二

分
の
一
に
相
当
す
る
時
間
で
あ
る
日
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に

分
の
一
に
相
当
す
る
時
間
で
あ
る
日
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に

退
庁
時
か
ら
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
宿
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
は
、

退
庁
時
か
ら
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
宿
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
は
、

七
千
五
十
円
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
殊
な
業
務
を
主
と
し
て
行
う

六
千
六
百
円
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
殊
な
業
務
を
主
と
し
て
行
う

宿
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
一
万
千
五
百
五
十
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

宿
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
一
万
千
百
円

）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

２

略

２

略

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
十
七
・
五
（
行
政

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
十
五

（
行
政

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も

の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
複

の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員
の

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員
の

う
ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項
各

う
ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項
各

号
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
七

号
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
五

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る

当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
二

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十

・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」

」
と
、
「
百
分
の
百
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十

」

と
す
る
。

と
す
る
。

４
～
６

略

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。

。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

に
百
分
の
百
七
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
七

に
百
分
の
百
五

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十
五

・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
二
・
五
（

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十

（

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額

特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十

）
を
乗
じ
て
得
た
額

の
総
額

の
総
額

３
～
５

略

３
～
５

略

※
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
給
料
表
の
改
定
は
略

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）
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新

旧

（
通
勤
手
当
）

（
通
勤
手
当
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の

通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い

通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い

て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
六
万
八
百
円

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
四
千
八

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
自
動
車
等
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
人

百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
自
動
車
等
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在

宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
（
法
第
二
十

宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
（
法
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う

二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
職
員
（
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数

。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
職
員
（
支
給
単
位
期
間
当
た
り
の
通
勤
回
数

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
減
じ
た
額
）

得
た
額
を
減
じ
た
額
）

三

略

三

略

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
の
う
ち
、
通
勤
の
た
め
、
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の

る
も
の
の
う
ち
、
通
勤
の
た
め
、
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の

他
の
交
通
機
関
等
（
第
一
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
特
別
急
行
列
車
等
」

他
の
交
通
機
関
等
（
第
一
号
及
び
次
項

に
お
い
て
「
特
別
急
行
列
車
等
」

と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係

と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係

る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当

る
運
賃
等
の
額
か
ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当

す
る
額
を
減
じ
た
額
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ

す
る
額
を
減
じ
た
額
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

と
を
常
例
と
す
る
も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。

と
す
る
。

一

特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当

支

一

特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当

支

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に

し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に

相
当
す
る
額
（
第
五
項
に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

相
当
す
る
額
（
次
項

に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

二

略

二

略

４

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た

め
の
施
設
（
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要

件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
第
一
号
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
」

と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
千
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と

し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額

二

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当

前
二
項
の
規
定
に
よ
る

額

５

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通

４

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通

機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二

機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二

号
に
定
め
る
額
、

特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で

号
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で

除
し
て
得
た
額
（
特
別
急
行
列
車
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

除
し
て
得
た
額
（
特
別
急
行
列
車
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
合
計
額
）
及
び
前
項
第
一
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え

の
合
計
額
）
の

合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え

る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員

る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員

の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ

の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ

き
、
十
五
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

き
、
十
五
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

６

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当

５

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当

に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
（
第

に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
（
第

三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
及
び
当
該
月
に
支
給
す
る
こ
と
が
困

三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当

難
な
通
勤
手
当
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ

に
あ
つ
て
は
、
最

の

翌
月
）
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

初
の
月
の
翌
月
）
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
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７

略

６

略

８

こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間
」
と
は
、
通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位

７

こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間
」
と
は
、
通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位

と
な
る
期
間
と
し
て
六
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
を
単
位
と
し
て

と
な
る
期
間
と
し
て
六
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
を
単
位
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
（
自
動
車
等
及
び
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
（
自
動
車
等

に
係
る
通
勤

手
当
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
）
を
い
う
。

手
当
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
）
を
い
う
。

９

略

８

略

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
（
行

２

期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
十
七
・
五

（
行

政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る

政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る

も
の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の

も
の
並
び
に
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の

複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員

複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
員

の
う
ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項

の
う
ち
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
第
二
十
二
条
第
二
項

各
号
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

各
号
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百

六
・
二
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お

七
・
五

）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お

け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十

一
・
二
五
」
と
、
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
一

二
・
五

」
と
、
「
百
分
の
百
七
・
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二

・
二
五
」
と
す
る
。

・
五

」
と
す
る
。

４
～
６

略

４
～
６

略

（
勤
勉
手
当
）

（
勤
勉
手
当
）

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

支
給
す
る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。

。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

に
百
分
の
百
六
・
二
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十

に
百
分
の
百
七
・
五

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
二
十

六
・
二
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

七
・
五

）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

二

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
一
・
二
五

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
二
・
五

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
一
・
二
五
）
を
乗
じ
て
得

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
二
・
五

）
を
乗
じ
て
得

た
額
の
総
額

た
額
の
総
額

３
～
５

略

３
～
５

略

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
給
与
に
関
す
る
特
例
）

（
給
与
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（

第
五
条

第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（

以
下
「
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用

以
下
「
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用

す
る
。

す
る
。
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２

第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下

２

第
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
第
二
号
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る

「
第
二
号
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る

。

。

３
～
６

略

３
～
６

略

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
並
び
に

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
並
び
に

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田

、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田

県
条
例
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

県
条
例
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
五
項
に
規
定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八

条
第
五
項
に
規
定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三

号給 給料月額

円

１ 431,402

２ 494,903

３ 560,420

４ 647,103

５ 751,930

６ 857,765

号給 給料月額

円

１ 360,846

２ 398,140

３ 427,370

号給 給料月額

円

１ 416,939

２ 478,372

３ 541,819

４ 625,409

５ 727,126

６ 829,850

号給 給料月額

円

１ 348,456

２ 384,712

３ 412,911

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第

二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一

二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百

り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百

二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
と
す
る
。

二
十
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
四
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
並
び
に

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
並
び
に

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田

、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田

県
条
例
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

県
条
例
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
五
項
に
規
定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八

条
第
五
項
に
規
定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第

二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一

二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百

り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百

二
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五

」
と
す
る
。

二
十
七
・
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
五
条
に
よ
る
改
正
）
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新

旧

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）

第
七
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（

第
七
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（

企
業
職
員
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

企
業
職
員
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
三
条
第
一
号
の
地
方
公
営
企
業
に
勤
務
す
る

年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
三
条
第
一
号
の
地
方
公
営
企
業
に
勤
務
す
る

一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
を
い
う
。
第
九
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て

一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
を
い
う
。
以
下
同
じ

同
じ
。
）
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
に

。
）
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
に

は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。

は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。

２
～
４

略

２
～
４

略

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
十
一
条
の
三
、
第
十

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項

八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項

並
び
に
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

並
び
に
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条

例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等

教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。

、
給
与
条

）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条

例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付

例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例

号給 給料月額

円

１ 408,219

２ 458,617

３ 512,038

４ 578,563

５ 660,207

６ 771,081

７ 900,099

号給 給料月額

円

１ 394,783

２ 443,124

３ 495,493

４ 558,940

５ 638,501

６ 745,254

７ 870,134

職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。

第
七
条
第
一
項

以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

を
受
け
る
職
員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「

の
に
限
る
。
）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
職
員
又
は
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

す
る
職
員
又
は
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職

る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

九
十
七
・
五
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百

九
十
五

」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百

七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十

」
と
す
る
。

五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七
・
五
」
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
六
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
、
第
十
八
条
の
二

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
、
第
十
八
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第

二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
十
一

二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
十
一

条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
第
十
八
条

用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
第
十
八
条

の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
任
期
付
職

の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
任
期
付
職

員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（

員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（

医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」

医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」

と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

と
、
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任

規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
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期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給

期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給

与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る

与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る

の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第

の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二

項
中
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
六
・
二
五

項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
七
・
五

」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」

」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
七
・
五

」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
八
・
七
五
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
」

と
す
る
。
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「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第２１３号）

人事課

１ 改正理由

一般職の職員の給与改定を踏まえ、知事等の期末手当の支給月数を改定する必要がある。

２ 改正内容

次のとおり年間支給月数を引き上げる。

現 行 改 正 後
令和７年度 令和８年度以降

６月 １．７０月 １．７０月 １．７２５月
（＋０．０２５月）

１２月 １．７０月 １．７５月 １．７２５月
（＋０．０５月） (＋０．０２５月)

年間計 ３．４０月 ３．４５月 ３．４５月
（＋０．０５月） （＋０．０５月）

３ 施行期日

○ 令和７年度分 令和７年１２月１日（遡及適用）

○ 令和８年度以降分 令和８年 ４月１日
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知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
五

」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五
」
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十

」
と
す
る
。

３
・
４

略

３
・
４

略

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
給
与
条

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」

の
百
分
の
百
四
十
五
に
相
当
す
る
額
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五

」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
五

」
と
す
る
。

３
・
４

略

３
・
４

略
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